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日本で起きた主な自然災害
・関東大震災（1923年）

東京・神奈川で建物倒壊と火災被害が多発。

・室戸台風（1934年）

近畿地方で暴風と高潮の被害が多発。

・伊勢湾台風（1959年）

東海地方で高潮の被害が多発。

災害対策基本法成立の契機となる。

・阪神淡路大震災（1995年）

阪神地区で建物倒壊と火災被害が多発。

災害医療の抜本的見直しの契機となる。

・東日本大震災（2011年）

大規模な津波被害と福島第一原発事故。

災害対策の抜本的見直しの契機となる。



国における災害医療の体制整備の経緯
1995年 阪神淡路大震災発生

→災害医療体制のあり方に関する研究会

1996年 「災害時における初期救急医療体制の充実強化について」

2005年 災害派遣医療チーム（DMAT）の養成開始

2011年 東日本大震災発生

→災害医療等のあり方に関する検討会

2012年 「災害時における医療体制の充実強化について」

2013年 災害派遣精神医療チーム（DPAT）の養成開始

2014年 都道府県災害医療コーディネーター研修の開始

2016年 熊本地震発生

→熊本地震初動対応検証チーム、厚生労働科学研究等による

対応の検証、小児周産期リエゾン、災害時健康危機管理

支援チーム（DHEAT）の養成開始

2017年 「大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について」

2018年 大阪北部地震・西日本豪雨発生

→災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）初出動



主な災害対策関連法
類型 防災 応急救助 復旧・復興

地震
津波

火山

風水害

地滑り
崖崩れ
土石流

豪雪

原子力

大規模地震対策特別措置法

津波対策の推進に関する法律

・地震財特法
・地震防災対策特別措置法
・建築物の耐震改修の促進に関する法律
・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法
律
・東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する
特別措置法
・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対
策の推進に関する特別措置法

活動火山対策特別措置法

河川法

特定都市河川浸水被害対策法

・砂防法
・森林法
・特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法
・地すべり等防止法・急傾斜地の崩壊による災害の防止
に関する法律
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進
に関する法律

豪雪地帯対策特別措置法

原子力災害対策特別措置法

激甚災害法
＜被災者への救済援助措置＞
・中小企業信用保険法
・天災融資法
・小規模企業者等設備導入資金助成法
・災害弔慰金の支給等に関する法律
・雇用保険法
・被災者生活再建支援法
・株式会社日本政策金融公庫法

＜災害廃棄物の処理＞
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律

＜災害復旧事業＞
・農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置
に関する法律
・公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
・公立学校施設災害復旧費国庫負担法
・被災市街地復興特別措置法
・被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法

＜保険共済制度＞
・森林国営保険法
・農業災害補償法
・地震保険に関する法律

＜災害税制関係＞
災害被害者の租税の減免、徴収猶予等に関する法律

＜その他＞
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別
措置等に関する法律

・災害救助法
・消防法
・警察法
・自衛隊法

水防法

災害対策基本法

＊参考文献：災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT)研修基礎編資料



防災計画の体系
災 害 対 策 基 本 法 ( 昭 和 ３ ６ 年 法 律 第 ２ ２ ３ 号 )

第 3条：防災に関する計画の作成・実施、相互協力等
第34条：防災基本計画の作成及び公表等（中央防災会議）
第36条：防災基本計画に基づく指定行政機関による防災業務計画の作成等
第39条：防災基本計画に基づく指定公共機関の防災業務計画の作成等
第40条：防災基本計画に基づく都道府県地域防災計画の作成等
第42条：防災基本計画に基づく市町村地域防災計画の作成等

防災基本計画

防災業務計画

※各種防災計画の基本

指定行政機関：中央省庁

防災業務計画
指定公共機関：独立行政法人
日銀,日赤,NHK,NTT等

地域防災計画
都道府県防災会議（会長：知事）
市町村防災会議（会長：市町村長）

※ 内閣総理大臣をはじめ全閣僚、指定公共機関の代表者、
学識経験者により構成

中央防災会議（会長：内閣総理大臣）

策定・実施

策定・実施

策定・実施

策定・実施



大阪府地域防災計画
○災害予防対策編

第１章 防災体制の整備／第４節 災害時医療体制の整備

災害医療の基本的考え方／医療情報収集伝達体制の整備

／現地・後方医療体制／医薬品の確保供給体制／患者等

搬送体制／個別疾病対策 など

○災害応急対策編

第３章 消火救助救急医療救護／第２節 医療救護活動

府の組織体制／情報の収集と提供／現地・後方医療対策

／医薬品等の確保供給活動／個別疾病対策

第８章 社会環境の確保／第１節 保健衛生活動

防疫活動／食品衛生監視活動／被災者の健康維持活動

／保健衛生活動の連携体制／動物保護等の実施



市町村地域防災計画（寝屋川市）
○総則・災害予防対策編

第５節 災害時医療救護体制の整備

災害医療の基本的考え方／災害医療組織・情報収集体制

／現地・後方医療体制／医薬品の確保供給体制／患者等

搬送体制／個別疾病対策 など

○地震災害／風水害等応急対策・復旧対策編

第１章第９節 医療救護活動

基本方針／情報収集／現地・後方医療対策／医薬品の

確保供給活動／精神的・心理的ケア／個別疾病対策／

要配慮者と市民の健康管理／市民への啓発活動

第２章第４節 保健衛生活動

防疫活動／被災者の健康維持活動／食品衛生監視活動

／動物保護等の実施／（その他廃棄物処理・遺体対策）



災害時保健医療活動

○急性期医療だけではなく、亜急性期・慢性期医療の展開や、

保健活動との連携が大きな課題になっている。

・避難所にいる要配慮者を中心とした被災者の健康管理

→保健師を中心とした活動が想定されているが、

最近は医療救護班も同様の活動する傾向がある

・感染症、熱中症、深部静脈血栓症などの疾病予防

→最近の災害でも盛んに報道されている

・こころのケア、栄養管理、リハビリ

→ＤＰＡＴ、ＪＤＡ－ＤＡＴ、ＪＲＡＴなど

・食品衛生・環境衛生管理

・動物保護・同伴避難 などなど



保健医療関連の様々な支援チーム
・日本赤十字社医療救護班

・自衛隊医療救護班

・ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）

・ＪＭＡＴ（日本医師会災害医療チーム）

・ＡＭＡＴ（全日本病院協会災害時医療支援活動班）

・ＤＰＡＴ（災害派遣精神科医療チーム）

・ＪＲＡＴ（大規模災害リハビリテーション支援チーム）

・ＪＤＡ－ＤＡＴ（日本栄養士会災害支援チーム）

・ＤＷＡＴ（災害派遣福祉チーム）

・ＤＪＡＴ（災害派遣柔道整復師チーム）

・ＴＭＡＴ（徳洲会災害医療救援隊）

・（各病院グループ）医療救護班・派遣医療チーム

・（日本看護協会）災害支援ナース，

・（各ＮＰＯ）HuMA(災害人道医療支援会), MSF(国境なき医師団),

AMDA(アムダ), キャンナス(全国訪問ボランティアナースの会) 等

・（各都道府県市）保健活動・公衆衛生チーム

・ＤＨＥＡＴ（各都道府県市）災害時健康危機管理支援チーム

などなど様々な支援チームができている



地域保健・公衆衛生分野の災害対策
○阪神淡路大震災で被災者に対する

保健分野の支援の必要性を認識。

○中越・中越沖地震の際に保健師の

派遣支援が行われ、避難所などで

要援護者を中心に被災者支援を展開。

○その後全国で発生した豪雨災害等でも

県内や近隣県からの保健師等の派遣支援が実施されてきた。

○東日本大震災では、保健師だけではなく医師や栄養士など

多職種の派遣支援も行われる一方で、公衆衛生分野として

まとまった災害対策にはなっておらず、医療や福祉などの

分野との連携も不十分なことが指摘されるようになった。



災害時の保健活動
○避難所における被災者の健康管理

・避難所と要支援者の情報把握と支援

・避難生活によって発生する健康被害の予防と対策

・感染症（呼吸器系・消化器系）・熱中症（夏季）

・深部静脈血栓症（エコノミークラス症候群）

・ストレス疾患（こころの健康対策）

・避難者への情報提供と生活再建に向けた支援 など

○大阪府チームの活動実績

・阪神淡路大震災（1995年）・中越地震（2004年）

・中越沖地震（2007年）・東日本大震災（2011年）

・熊本地震（2016年）・台風19号災害（2019年）

＊西日本豪雨（2018年）はDHEATを派遣



災害時の保健活動



平常時と災害時の保健医療対策
○地域保健法 第６条

「保健所は次に掲げる事項につき、企画、調整、指導、

及びこれらに必要な事業を行う」

○スフィア・プロジェクト

・人道援助を行う国際的なＮＧＯ

グループと国際赤十字が1997年に

開始したプロジェクト。

・災害による被災者や紛争による難民

などを援助する際の支援の質の向上を

図ることを目的としている。

・生命を守るための４つの主要分野である、

給水・衛生／食糧・栄養／住居・衣服等／保健活動

の最低基準を定めている。



５ 医事及び薬事
７ 公共医療事業の向上及び増進

８ 母性及び乳幼児並びに老人の保健
９ 歯科保健
10 精神保健
11 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の

疾病により長期に療養を必要とする者の保健
12 エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防
14 その他地域住民の健康の保持及び増進

３ 栄養の改善及び食品衛生
４ 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他
の環境の衛生

13 衛生上の試験及び検査

１ 地域保健に関する思想の普及及び向上
６ 保健師
２ 人口動態統計その他地域保健に係る統計

地域保健法 第6条

保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指
導及びこれらに必要な事業を行う

保健活動

給水／衛生

食料／栄養

居所・食餌
以外の物品

・保健サービス
・保健システム
（注：医療を含
む）

スフィア・
プロジェクト
主要４分野

こども、高齢者
障害者、ジェンダー
心理社会的支援

脆弱性

平時の保健所業務

医療救護体制

生活環境衛生
・栄養、食品衛生
・上下水道
・生活衛生
・住宅、廃棄物、清掃

医療救護体制
・母子、老人、歯科
・精神、難病
・感染症

災害時の
保健医療対策

３本柱

保健予防活動
・母子、老人、歯科
・精神、難病
・感染症
・栄養

（対策１）

（対策２）

（対策３）
対物保健

対人保健

医療

ライフライン・物流等の
社会インフラの復旧

他の行政 平時の地域診断（災害に備える事前診断）



災害時の保健医療ニーズと活動の経時変化
発災 ３日 １週 ２週 １か月

救命救急
外傷治療

透析等
避難所等での健康支援（感染症、深部静脈血栓症、生活不活発病等の予防等）
（保健予防＋生活環境改善）

慢性疾患の治療の継続 → 通常の保険診療への移行

メンタル面の予防とケア

在宅被災者への健康支援

３か月

ＤＭＡＴ
等

心のケアチーム（DPAT)

避難所等のニーズアセスメントと保健師や医療チームの調整支援

避難所等における健康管理を行う保健師チーム

診療再開への支援

※

DHEAT 引き継ぎ
被災地の保健所・市町村

地域の医療機関避難所等の巡回診療に当たる医療チーム 引き継ぎ

避難所の
再編

仮設への
移動

初動時に立ち上げた組織体制が、その後の
亜急性期・慢性期の公衆衛生活動の基盤となる。

災害時健康危機管理支援チーム
Ｄ i s a s t e r
Ｈ e a l t h
Ｅ m e r g e n c y
Ａ s s i s t a n c e
Ｔ e a m

＊参考文献：災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT)研修(基礎編)資料）



災害時の保健医療活動に関する課題

○情報がない・情報が届かない

→情報システム（＝EMIS）の整備・訓練等の充実強化

○診療（＝医療活動）ができない・人員や物資がない

→医療チーム（＝DMAT）の整備・訓練等の充実強化

↓

○平常時

各種マニュアルの策定／業務継続計画（BCP）の策定

／協定の締結／研修・訓練の実施／耐震化等施設整備

○災害時

情報の収集・分析・共有／支援チームの派遣

／医薬品や食糧・飲料水等支援物資の供給支援

／支援活動全体のマネジメント・コーディネート



厚
生
労
働
省

現
地
対
策
本
部

連
携

＜課題＞
○ 被災都道府県、保健所、保健医療活動チームの間で被害状況・保健医療ニーズ等、保健医療活動チームの活動状況等について
情報連携が行われず、保健医療活動が効率的に行われない場合があった。

＜原因＞
○ 被災都道府県及び保健所における、保健医療活動チームの指揮・情報連絡系統が不明確で、保健医療活動の総合調整を十分に
行うことができなかった。

都 道 府 県

保 健 所

避難所 避難所 避難所

保 健 所

避難所 避難所 避難所

保 健 所

避難所 避難所 避難所

どこで、何の活動をするの
が効率的かわからない

チームの活動状況等を
詳しく知りたい

被害状況・保健医療ニーズ等
について、より多くの情報が欲しい

医 務
主管課

保健衛生
主管課

精神保健
主管課

指揮系統・情報連絡系統が不明確
⇒情報連携が行われず､保健医療活動を効率的に行えない場合あり

(※) （凡例） ： 保健医療活動チーム（DMAT、JMAT、日本赤十字社の救護班、国立病院機構の医療班、歯科医師チーム、薬剤師チーム、看護師チーム、保健師チーム、管理栄養士チーム、ＤＰＡＴ等）

薬 務
主管課

3 4 5 6 7 8 9

保健医療活動チーム(※)

１ 2 3 4 5 6 8 9

市 町 村 市 町 村 市 町 村

支援が必要だが、
チームが来ない

熊本地震における課題と原因

１ ２

市 町 村

7

市 町 村

支援に来たが、既に多く
のチームが活動中だった

＊大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について(平成29年7月5日厚生労働省通知)



災害時の保健医療行政の役割

災害時の保健医療対策の目的は、

「二次的健康被害を減らし防ぎ得た死を最小化すること」

である一方で、災害時には、

・多数の傷病者の発生

・通常の医療提供体制の崩壊

・医療へのアクセス障害による持病の悪化

・避難による生活環境の悪化に起因する健康被害

等により様々な健康問題が発生するため、

①災害時医療提供体制を再構築する

②保健予防活動を実施する

③生活環境衛生を確保する

ことが、基本的な対策の３本柱となる。



災害時の保健医療調整機能
○大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について

（平成29年7月5日厚生労働省通知）

・被災県庁の災害対策本部の下に保健医療調整本部を設置。

あわせて被災地の各保健所にも保健医療調整本部を設置。

・保健医療調整本部は保健医療ニーズ等の収集・整理・

分析や、保健医療支援活動チームの指揮調整を行う。

・被災県の県庁や保健所の職員だけでは対応が難しく、

支援するための職員が必要。

・県庁や保健所の調整本部の支援職員を被災自治体内部で

動員する仕組みをつくる（いわゆる県内DHEAT）

・被災自治体内部で対応できない場合は、他府県に支援を

要請する（当初からイメージされていたDHEAT）



保健医療活動の指揮調整

・災害発生直後は、DMAT調整本部（＝都道府県単位）や

災害拠点病院のDMAT活動拠点本部（＝二次医療圏単位）

で急性期医療活動のマネジメントが行われる。

・急性期以降は、保健医療調整本部（＝都道府県単位）や

保健所に設置される保健医療調整本部（＝保健所や市町村

単位）で保健医療活動のマネジメントを行う。

・都道府県庁に設置される保健医療調整本部や、保健所に

設置される保健医療調整会議では、関係機関との連携・

協働によって保健医療支援活動の調整やマネジメントを

行う。



都道府県／保健所保健医療調整本部

・都道府県本部では災害拠点病院の医師が

「都道府県災害医療コーディネーター」として参加。

→大阪府では災害拠点病院を中心に合計20名を委嘱済。

・保健所本部等（調整会議）では医師会の代表等（医師）が

「地域災害医療コーディネーター」として参加。

→大阪府では地域単位で約200名を今後養成予定。

・保健所等行政機関に対しては、行政機能を支援するための

「災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT)」が支援を実施。

→大阪府でも平成30年度から災害時に活動開始。

・その他、DMATやDPATなどに加えて小児周産期リエゾン

など、各団体による現場活動のコーディネートを支援する

チームも増えてきている。



相互連携
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① 保 健 医 療 活 動 チ ー ム に 対 す る 指 揮 又 は 連 絡 及 び 派 遣 調 整
② 保 健 医 療 活 動 チ ー ム と 情 報 連 携 （ 様 式 の 統 一 ）
③ 収 集 し た 保 健 医 療 活 動 に 係 る 情 報 の 整 理 及 び 分 析

を 一 元 的 に 実 施 し 、保 健 医 療 活 動 を 総 合 調 整 す る 体 制 を 整 備 す る。
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(※) （凡例） ： 保健医療活動チーム（DMAT、JMAT、日本赤十字社の救護班、国立病院機構の医療班、歯科医師チーム、薬剤師チーム、看護師チーム、保健師チーム、管理栄養士チーム、ＤＰＡＴ 等）
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薬務主管課 精神保健主管課保健衛生主管課医務主管課

① 保健医療活動チームの指揮・派遣調整等
② 保健医療活動チームと情報連携（様式の統一）
③ 収集した情報の整理及び分析

連絡窓口

① 保健医療活動チームへの指揮・派遣調整等
② 保健医療活動チームと情報連携（様式の統一）
③ 保健所での情報分析の取りまとめ

保健医療活動チーム(※)
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本 部 長

医療保健ニーズ等の
分析結果を把握

十分な情報を
収集・分析

チームを
適正配置

＊大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について(平成29年7月5日厚生労働省通知)



保健医療調整機能を支援する新たな仕組み

○災害時健康危機管理支援チーム活動要領について

（平成30年3月20日厚生労働省通知）

・災害時健康危機管理支援チーム「DHEAT(ディーヒート)」

＝Disaster Health Emergency Assistance Team

・被災地の県庁や保健所の指揮調整機能を人的に支援する。

・被災都道府県からの要請に基づいて応援派遣される。

・１班５名程度が各班１週間を基本として現地活動する。

・主に各都道府県市の保健衛生部門の職員（医師・保健師・

管理栄養士・薬剤師・獣医師等＋ロジ担当職員＝兼務可）

を中心に編成することが想定されている。

・現地のニーズに合わせて職種の枠にとらわれずに協働する。



DHEATの活動内容

・被災自治体が行う医療対策、保健衛生対策、生活衛生対策

等の災害時保健医療対策が円滑に実施されるよう、被災地の

保健医療調整本部や保健所等を支援する。

・具体的には、

①健康危機管理組織の立ち上げと指揮調整体制の構築

②被災情報等の収集・分析・評価と対策の立案

③保健医療活動チームの受援調整と対策会議等総合指揮調整

④保健医療調整本部と保健所への報告、支援要請、資源調達

⑤災害時保健医療活動に関する広報や渉外業務

⑥被災都道府県等の職員の安全確保と健康管理

などが例示されている。



DHEATの特徴
・構成員は各々が被災都道府県の保健医療調整本部や保健所

等の指揮下に配置され、被災都道府県等の職員とともに

それぞれの部署で活動することが基本。

・原則として移動時や宿泊時を除いて班単位での活動はせず

被災都道府県等の組織に溶け込んで活動する。

・原則として構成員全員が常勤の公務員であり、

被災地の保健医療行政を支援するために活動する。

（＝公務員を支援するための公務員チーム）

・DHEATの応援派遣については、被災都道府県の依頼に

より厚生労働省が調整を行い、具体的な調整は支援・受援

都道府県間で実施する。

（＝DMATのような専門の事務局が存在しない）



保健所保健医療調整本部の組織例とDHEATの配置イメージ

DHEAT
リーダー

DHEAT
スタッフ

後方支援部

計画情報部

指揮部

DHEAT
スタッフ



被災自治体に溶け込んで支援するDHEAT構成員の基本的な役割分担

法令に基づく
権限行使

地域情報の
熟知や地元
関係者との
信頼関係を
要する業務

受援調整業務
・保健師等支援チーム
・医療等支援チーム

現地ニーズ
と乖離のあ
る支援者へ
の対応

第三者的に俯瞰

指揮調整業務点検項目確認

ロードマップの作成
情報収集・整理

情報分析・見える化

対策の企画

会議資料作成
議事録作成

リエゾン業務

職員健康管理支援

被災都道府県等
の職員

DHEAT構成員

部外者の方が
やりやすい

部外者のことは
部外者でも可

第三者的に冷静に
なれることを活かす

地域情報を熟知している
職員と一緒に作業

職員が顔つなぎをした上で
連絡調整業務を担う

部外者では
代行できない

応援元からの
後方支援の調達

＊参考文献：災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT)研修(基礎編)資料）



DHEATの活動実績

2018（平成30）年

・６月（大阪北部地震：府内DHEAT（非公式））

・７月 西日本豪雨災害（岡山・広島・愛媛）

＝公式な初出動（＝長崎県チーム→岡山県）

大阪府チームも岡山県（倉敷市）へ

・９月 北海道地震（道内DHEAT）

2019（令和元）年

・８月 集中豪雨災害（佐賀）

・９月 台風15号災害（千葉：県内DHEAT）

・10月 台風19号災害（福島・長野等）



まとめ

○保健活動（公衆衛生）チーム

・保健師を中心に現場活動の支援を行う

・近年では行政医師、栄養士、ケースワーカー、

薬剤師、獣医師等も含む多職種チームが主流

・保健活動だけではなく生活衛生のニーズも出てきている

○災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）

・地方自治体の保健衛生関係職員による支援チーム

・公衆衛生活動全般の指揮調整機能の支援を行う

・自治体内・都道府県内での支援受援が基本

・被害が大きい場合は近隣府県を中心に支援受援も



まとめ
○保健医療分野は「防災」ではなく「災害対策」

・「健康被害」が発生してからが正念場！

○公的機関は「本部機能」と「マネジメント」が重要

・現場活動（プレイヤー）は民間や外部支援に頼れるが、

本部活動（マネジメント）は地元機関にしかできない

○各自治体での災害対策に関する体制整備が最も重要

・体制整備の中に「外部からの応援」を組み込む（＝受援）

・ただし、初動とマネジメントは各自治体で体制整備を

・被災地への応援はあくまでもオプション（＝受援の応用）

○そのために必要なことは平時からの体制整備と準備

・計画等の準備・体制整備と定期的な研修・訓練

・関係機関との連携体制の整備と合同訓練


